
○
総
務
省
令
第
五
十
二
号

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
及
び
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
等
の
施
行
に
伴
い
、

関
係
法
律
及
び
関
係
政
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
律
及
び
関
係
政
令
を
実
施
す
る
た
め
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
総
務
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
九
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
総
務
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
官
庁
執
務
時
間
並
休
暇
ニ
関
ス
ル
件
の
一
部
改
正
）

第
一
条

官
庁
執
務
時
間
並
休
暇
ニ
関
ス
ル
件
（
大
正
十
一
年
閣
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
項
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
恩
給
給
与
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

恩
給
給
与
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
一
条
中
「
総
務
省
人
事
・
恩
給
局
長
」
を
「
総
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
三
条
及
び
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
中
「
総
務
省
人
事
・
恩
給
局
」
を
「
総
務
省
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
総
務
省
人
事
・
恩
給
局
長
」
を
「
総
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
総
務
省
人
事
・
恩
給
局
」
を
「
総
務
省
」
に
改
め
る
。

第
十
条
及
び
第
十
条
の
三
中
「
総
務
省
人
事
・
恩
給
局
長
」
を
「
総
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
総
務
省
人
事
・
恩
給
局
」
を
「
総
務
省
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
省
人
事
・
恩
給
局
長

」
を
「
総
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
五
条
第
一
項
中
「
総
務
省
人
事
・
恩
給
局
」
を
「
総
務
省
」
に
改
め
る
。

総
務

省
人

事
・

別
紙
第
一
号
書
式
か
ら
第
十
六
号
書
式
及
び
第
四
十
九
号
書
式
か
ら
第
五
十
三
号
書
式
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

恩
給

局
長

総
務

大
臣

別
紙
第
五
十
四
号
書
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

総
務

省
人

事
・

恩
給

局
総

務
省

別
紙
第
五
十
五
号
書
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

総
務

省
人

事
・

恩
給

局
長

総
務

大
臣

（
旧
軍
人
等
の
遺
族
に
対
す
る
恩
給
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
給
す
べ
き
扶
助
料
又
は
改
定
す
べ
き
扶
助
料



の
請
求
手
続
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

旧
軍
人
等
の
遺
族
に
対
す
る
恩
給
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
給
す
べ
き
扶
助
料
又
は
改
定
す
べ
き
扶

助
料
の
請
求
手
続
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
一
年
総
理
府
令
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
第
一
項
中
「
総
務
省
人
事
・
恩
給
局
長
」
を
「
総
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
書
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

総
務

省
人

事
・

恩
給

局
長

総
務

大
臣

（
旧
公
職
に
関
す
る
就
職
禁
止
、
退
官
、
退
職
等
に
関
す
る
勅
令
又
は
旧
公
職
に
関
す
る
就
職
禁
止
、
退
職
等
に
関
す
る
勅

令
に
準
ず
る
措
置
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

旧
公
職
に
関
す
る
就
職
禁
止
、
退
官
、
退
職
等
に
関
す
る
勅
令
又
は
旧
公
職
に
関
す
る
就
職
禁
止
、
退
職
等
に
関
す

る
勅
令
に
準
ず
る
措
置
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

旧
公
職
に
関
す
る
就
職
禁
止
、
退
官
、
退
職
等
に
関
す
る
勅
令
又
は
旧
公
職
に
関
す
る
就
職
禁
止
、
退
職
等
に
関
す

る
勅
令
に
準
ず
る
措
置
等
を
定
め
る
内
閣
官
房
令

第
一
条
中
「
総
務
省
令
」
を
「
内
閣
官
房
令
」
に
改
め
る
。



（
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
省
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と

さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
四
十
九
号
）
附
則
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行

規
則
（
昭
和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
総
務
省
人
事
・
恩
給
局
」
を
「
総
務
省
」
に
改
め
る
。

総
務

省
人

事

別
記
第
一
号
書
式
か
ら
第
十
一
号
書
式
ま
で
及
び
第
十
八
号
書
式
か
ら
第
二
十
二
号
書
式
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

・
恩

給
局

長
総

務
大

臣

（
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
総
理
府
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
給
す
べ
き
特
例
傷
病
恩
給
の
請
求
手
続
に
関
す
る
省

令
の
一
部
改
正
）



第
七
条

恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
給
す
べ
き
特
例
傷
病
恩
給
の
請
求
手
続
に
関
す

る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
総
務
省
人
事
・
恩
給
局
長
」
を
「
総
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
書
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

総
務

省
人

事
・

恩
給

局
長

総
務

大
臣

（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
総
理
府
令

第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
内
閣
官
房
令

第
一
条
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
五
十
年
総
理
府
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
総
務
省
令
」
を
「
内
閣
官
房
令
」
に
改
め



る
。

（
恩
給
年
額
を
職
権
に
よ
り
改
定
す
る
場
合
の
手
続
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

恩
給
年
額
を
職
権
に
よ
り
改
定
す
る
場
合
の
手
続
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
四
年
総
理
府
令
第
四
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
総
務
省
人
事
・
恩
給
局
長
」
を
「
総
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
総
務
省
の
所
管
に
属
す
る
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
登
記
嘱
託
職
員
を
指
定
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

総
務
省
の
所
管
に
属
す
る
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
登
記
嘱
託
職
員
を
指
定
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令

第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
人
事
・
恩
給
局
長

本
則
中

を
「
統
計
局
長
」
に
改
め
る
。

統
計
局
長

」

（
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
の
所
得
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
の
所
得
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務

省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
の
所
得
の
額
の
算
定
に
関
す
る
内
閣
官
房
令

第
一
条
及
び
第
二
条
中
「
総
務
省
令
」
を
「
内
閣
官
房
令
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
に
係
る
書
面
の
様
式
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
に
係
る
書
面
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
平
成

二
十
一
年
総
務
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
に
係
る
書
面
の
様
式
を
定
め
る
内
閣
官
房
令

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
総
務
省
令
第

二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
省
令
」
を
「
内
閣
官
房
令
」
に
改
め
る
。



（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
退
職
の
理
由
の
記
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
退
職
の
理
由
の
記
録
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十

五
年
総
務
省
令
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
退
職
の
理
由
の
記
録
に
関
す
る
内
閣
官
房
令

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
早
期
退
職
希
望
者
の
募
集
及
び
認
定
の
制
度
に
係
る
書
面
の
様
式
等
を
定
め
る

省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
早
期
退
職
希
望
者
の
募
集
及
び
認
定
の
制
度
に
係
る
書
面
の
様
式
等
を

定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
早
期
退
職
希
望
者
の
募
集
及
び
認
定
の
制
度
に
係
る
書
面
の
様
式
等
を
定

め
る
内
閣
官
房
令

第
四
条
の
見
出
し
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
る
。



第
五
条
中
「
総
務
省
令
」
を
「
内
閣
官
房
令
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

総
務

大
臣

内
閣

総
理

大
臣

（
失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
総
務
省
令
」
を
「
内
閣
官
房
令
」
に
改
め
る
。

（
総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

総
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
款

人
事
・
恩
給
局
（
第
七
条
―
第
十
四
条
）
」
を
「
第
二
款

削
除
」
に
、
「
第
十
二
款

政
策
統
括

官
（
第
七
十
五
条
）
」
を
「
第
十
二
款

政
策
統
括
官
（
第
七
十
五
条
・
七
十
五
条
の
二
）
」
に
改
め
る
。

第
一
章
第
一
節
第
二
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
款

削
除

第
七
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で

削
除



第
十
五
条
第
一
項
中
「
三
人
」
を
「
二
人
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
情
報
シ
ス
テ
ム
管
理
室
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
、
政
府
共
通
シ
ス
テ
ム
基
盤
セ
ン

タ
ー
及
び
個
人
情
報
保
護
室
並
び
に
情
報
シ
ス
テ
ム
企
画
官
二
人
並
び
に
国
際
企
画
官
一
人
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「

の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
（
政
府
共
通
シ
ス
テ
ム
基
盤
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
「
（
他

の
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
の
基
盤
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
か
ら

第
九
項
ま
で
を
削
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
二
人
及
び
調
査
官
一
人
」
を
「
五
人
及
び
調
査
官
二
人
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
事
務
を
行
う
」

を
「
も
の
を
助
け
る
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
、
業
務
情
報
化
推
進
室
、
政
策
評
価
審
議
室
及
び
機
動
調
査
推
進
室
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に

改
め
、
「
及
び
評
価
監
視
企
画
官
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
、
業
務
情
報
化
推
進
室
、
政
策
評
価
審
議
室
及
び
機
動
調

査
推
進
室
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、
「
及
び
評
価
監
視
企
画
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
」
を
「
三
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

一
号
ハ

中
「
及
び
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
」
を
「
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
及
び
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改

(1)

め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
中
第
四
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
削
り
、
第
十
項
を
第



四
項
と
し
、
第
十
一
項
を
削
る
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
評
価
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
の
う
ち
管
区
行
政
評
価
局

等
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
人
材
育
成
室
及
び
評
価
活
動
支
援
室
並
び
に
企
画
官
）

第
十
八
条
の
二

企
画
課
に
、
人
材
育
成
室
及
び
評
価
活
動
支
援
室
並
び
に
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２

人
材
育
成
室
は
、
行
政
評
価
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
職
員
の
訓
練
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

人
材
育
成
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４

評
価
活
動
支
援
室
は
、
行
政
評
価
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
的
な
情
報
の
収
集
及
び
分
析
に
関
す
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

５

評
価
活
動
支
援
室
に
、
室
長
を
置
く
。

６

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
企
画
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関

す
る
事
務
を
行
う
。



（
客
観
性
担
保
評
価
推
進
室
及
び
企
画
官
）

第
十
八
条
の
三

政
策
評
価
課
に
、
客
観
性
担
保
評
価
推
進
室
及
び
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２

客
観
性
担
保
評
価
推
進
室
は
、
政
策
評
価
の
客
観
的
か
つ
厳
格
な
実
施
を
担
保
す
る
た
め
の
評
価
の
実
施
に
関
す
る
基

本
的
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
そ
の
実
施
の
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

客
観
性
担
保
評
価
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
政
策
評
価
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整

に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
十
一
人
」
を
「
七
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
の
う
ち
十
人
」
を
削

り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
七
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
企
画
官
等
）

第
七
十
五
条

本
省
に
、
企
画
官
二
人
、
調
査
官
七
人
、
国
際
研
修
協
力
官
一
人
、
国
際
統
計
企
画
官
一
人
、
恩
給
経
理
官

一
人
、
恩
給
審
理
官
一
人
、
恩
給
相
談
官
二
人
、
受
給
・
債
権
調
査
官
一
人
、
恩
給
支
給
官
一
人
及
び
情
報
処
理
調
整
官



一
人
を
置
く
。

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
統
計
企
画
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
を

助
け
る
。

３

調
査
官
の
う
ち
一
人
は
、
命
を
受
け
て
、
統
計
企
画
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び

立
案
を
助
け
る
。

４

調
査
官
の
う
ち
一
人
は
、
命
を
受
け
て
、
統
計
審
査
官
の
職
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案

を
助
け
る
。

５

調
査
官
の
う
ち
二
人
は
、
命
を
受
け
て
、
恩
給
企
画
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
を
助
け
る
。

６

調
査
官
の
う
ち
二
人
は
、
命
を
受
け
て
、
恩
給
審
査
官
の
職
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
を
助
け
る
。

７

調
査
官
の
う
ち
一
人
は
、
命
を
受
け
て
、
恩
給
業
務
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
を
助
け
る
。

８

国
際
研
修
協
力
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
統
計
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
ア
ジ
ア
太
平
洋
統
計
研
修
所
に
お
い
て
行
わ

れ
る
研
修
の
実
施
に
関
す
る
協
力
に
係
る
も
の
を
助
け
る
。

９

国
際
統
計
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
統
計
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
国
際
統
計
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の



企
画
及
び
立
案
を
助
け
る
。

恩
給
経
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
恩
給
企
画
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

10
一

恩
給
の
支
給
及
び
恩
給
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
係
る
経
費
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
こ
と
。

二

恩
給
の
支
給
に
要
す
る
資
金
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

三

恩
給
に
関
す
る
事
務
に
係
る
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

恩
給
審
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
恩
給
企
画
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

11
一

恩
給
に
関
す
る
異
議
申
立
て
、
審
査
請
求
及
び
訴
訟
に
関
す
る
こ
と
。

二

恩
給
審
査
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

恩
給
相
談
官
は
、
命
を
受
け
て
、
恩
給
企
画
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
恩
給
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る
事
務
を
助
け
る
。

12

受
給
・
債
権
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
恩
給
業
務
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

13
一

恩
給
の
受
給
権
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二

高
額
所
得
の
あ
る
場
合
に
お
け
る
普
通
恩
給
の
停
止
に
関
す
る
こ
と
。

三

恩
給
の
受
給
者
の
現
況
台
帳
の
作
成
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。



四

恩
給
の
過
払
金
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

恩
給
支
給
官
は
、
命
を
受
け
て
、
恩
給
業
務
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

14
一

恩
給
の
支
払
額
の
計
算
及
び
通
知
並
び
に
支
給
に
係
る
源
泉
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

二

恩
給
を
受
け
る
権
利
の
消
滅
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

恩
給
の
未
支
給
金
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

恩
給
を
担
保
と
す
る
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

情
報
処
理
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
恩
給
業
務
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
恩
給
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
情
報

15
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
助
け
る
。

第
七
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
恩
給
顧
問
医
）

第
七
十
五
条
の
二

本
省
に
、
恩
給
顧
問
医
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

恩
給
顧
問
医
は
、
恩
給
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
医
学
上
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る

も
の
に
参
画
す
る
。



３

恩
給
顧
問
医
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

第
二
百
三
十
三
条
第
二
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
管
区
行
政
評
価
局
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務

第
二
百
四
十
七
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

内
閣
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
管
区
行
政
評
価
局
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務

第
二
百
五
十
八
条
中
「
第
二
百
四
十
七
条
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
号
」
を
加
え
、
「
及
び
同
条
第
二
号
イ
」
を
「

並
び
に
同
条
第
三
号
イ
」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
一
条
の
二
中
「
第
二
百
四
十
七
条
第
一
号
」
を
「
第
二
百
四
十
七
条
第
二
号

」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
三
条
第
二
項
中
「
掲
げ
る
事
務
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
加
え
る
。

第
二
百
六
十
四
条
中
「
第
二
百
四
十
七
条
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
号
」
を
加
え
る
。

第
二
百
七
十
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

内
閣
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務



附
則
第
三
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条
か
ら
第
九
条
ま
で

削
除

附
則
第
十
条
を
削
り
、
附
則
第
十
条
の
二
を
附
則
第
十
条
と
す
る
。

附
則
第
十
五
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

（
恩
給
経
理
官
の
職
務
の
特
例
）

第
十
五
条
の
二

恩
給
経
理
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け
て
、
恩
給

企
画
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

一

国
会
議
員
の
互
助
年
金
及
び
互
助
一
時
金
（
以
下
「
国
会
議
員
互
助
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
及
び
国
会
議
員

互
助
年
金
等
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
係
る
経
費
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
こ
と
。

二

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
支
給
に
要
す
る
資
金
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

三

国
会
議
員
互
助
年
金
等
に
関
す
る
事
務
に
係
る
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

（
恩
給
審
理
官
の
職
務
の
特
例
）

第
十
五
条
の
三

恩
給
審
理
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け
て
、
恩



給
企
画
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
国
会
議
員
互
助
年
金
等
に
関
す
る
異
議
申
立
て
及
び
訴
訟
に
関
す
る
事
務
を
助
け
る
。

（
恩
給
相
談
官
の
職
務
の
特
例
）

第
十
五
条
の
四

恩
給
相
談
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け
て
、
恩
給

企
画
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
国
会
議
員
互
助
年
金
等
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る
事
務
を
助
け
る
。

（
受
給
・
債
権
調
査
官
の
職
務
の
特
例
）

第
十
五
条
の
五

受
給
・
債
権
調
査
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け

て
、
恩
給
業
務
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

一

国
会
議
員
の
互
助
年
金
の
受
給
権
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二

高
額
所
得
の
あ
る
場
合
に
お
け
る
国
会
議
員
の
普
通
退
職
年
金
の
停
止
に
関
す
る
こ
と
。

三

国
会
議
員
の
互
助
年
金
の
受
給
者
の
現
況
台
帳
の
作
成
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
過
払
金
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

（
恩
給
支
給
官
の
職
務
の
特
例
）

第
十
五
条
の
六

恩
給
支
給
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け
て
、
恩



給
業
務
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

一

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
支
払
額
の
計
算
及
び
通
知
並
び
に
支
給
に
係
る
源
泉
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

二

国
会
議
員
の
互
助
年
金
を
受
け
る
権
利
の
消
滅
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
未
支
給
金
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

国
会
議
員
の
互
助
年
金
を
担
保
と
す
る
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

（
情
報
処
理
調
整
官
の
職
務
の
特
例
）

第
十
五
条
の
七

情
報
処
理
調
整
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け
て
、

恩
給
業
務
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
国
会
議
員
互
助
年
金
等
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び

管
理
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
助
け
る
。

（
恩
給
顧
問
医
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
五
条
の
八

恩
給
顧
問
医
は
、
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
国
会
議
員
互
助
年

金
等
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
医
学
上
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る
も
の
に
参
画
す
る
。

附
則
第
二
十
条
の
二
中
「
第
二
百
四
十
七
条
第
二
号
イ
」
を
「
第
二
百
四
十
七
条
第
三
号
イ
」
に
改
め
る
。



附
則
第
二
十
二
条
を
削
り
、
附
則
第
二
十
二
条
の
二
を
附
則
第
二
十
二
条
と
す
る
。

（
総
務
省
定
員
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

総
務
省
定
員
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

四
、
九
六
二
人

四
、
八
三
三
人

第
一
条
の
表
中

一
六
九
人

を

一
六
九
人

に
改
め
る
。

五
、
一
三
一
人

五
、
〇
〇
二
人

」

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
六
年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
定
員
の
期
間
別
の
特
例
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
総
務
省
定
員
規
則
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
機
関
の

定
員
は
、
同
表
の
期
間
の
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
は
、
同
表
の
定
員
の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。



区

分

期

間

定

員

本

省

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

四
、
九
〇
一
人


